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はじめに

現在就労している特定技能1号生は、フィリピン政府の特定技能の在留資格に対す
る運用制度の確定が遅れた事に加え、コロナウイルス感染症パンデミックの影響によ
り再入国出来なくなるリスクが生じたため、技能実習修了後も帰国せずに継続して特
定技能として就労してきました。
今回約2年振りに、2025年5月修了の33期生より特定技能への移行が再開となる事を
受けて、ASIC・チェングロウスとして外国人就労者および雇用企業双方の問題を解
消できる方法に変更します。

また、特定技能外国人が、在留可能期間を満了せず退職する人材が発生しており、
グループとして人材流出を防止するために転職制度を整備します。
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１．特定技能移行時の運用ルールついて

新たに『特定技能移行時の運営ルール』を決定します。

①ASIC・チェングロウス運営方針

◆特定技能1号への移行者に対し、2週間以上の一時帰国をさせる。

➢ 「特定技能へ移行時に一時帰国を行い家族と過ごせるルール」である事を
明確にする事で、実習期間中のモチベーション向上につなげる。

◆特定技能移行者に対し 『キャリア設計を目的とした研修』 を実施する。

➢ 特定技能移行時に研修を行い、新たな5年間に向けてのモチベーションの
向上を図り、転職・退職の防止につなげる。
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１．特定技能移行時の運用ルールついて

②一時帰国の背景と注意事項

•技能実習3号移行時は実習修了後1ケ月以上の帰国が義務付けているものの、
特定技能移行に際して一時帰国の法的義務はない。同様に、フィリピン側にお
いても明確な法的要件はないものの、フィリピン政府は在留資格別の就労者数
を管理しており、在留資格変更に伴い、一旦、帰国させる事が望ましい。

•ガイドラインを基準に一時帰国の日数、および帰国時期については、店舗の状
況を踏まえて各法人で判断ください。

•在留資格の変更に伴う一時帰国である事から、渡航費用は法人負担となります。
(フィリピンへの帰国費用はASICの預かり金より精算)
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１．特定技能移行時の運用ルールついて

③ 研修の運営方法
•技能実習修了式は、特定技能移行予定者・帰国者全員を対象に開催します。
•修了式後、移行予定者と帰国者に分かれて、移行予定者に対して研修を開催
します。
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１．特定技能移行時の運用ルールついて

④ 一時帰国の運用方法
•技能実習修了後、特定技能1号の在留資格が交付されるまでは自宅待機となり
ます(フィリピンの制度により、新しい在留資格交付後でないと再入国出来ない)。

•特定技能1号の在留資格交付後(特定活動も不可)、法人は状況に合わせて一
時帰国を許可する。
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２．特定技能の転籍支援制度ついて

特定技能生の転籍希望や母国からの再入国希望に対する紹介制度を
整備します。

①背景
•近年、特定技能の更新時に他の法人様への転籍を希望する者や、家族の介
護等を理由に特定技能を満了せず帰国した人材から、再度日本での就労希
望が出てきています。また、技能実習から特定技能移行再開を受けて、アン
マッチとなる人材の発生が見込まれます。

•オートバックスグループで３年以上のキャリアを積んだ人材がチェン外へ流出
する事は、グループにとって損失であると考えます。

•転籍の基準を設定し、即戦力人材をグループ法人様に紹介出来る制度を設定
します。
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２．特定技能の転籍支援制度ついて

②転職支援の手続き
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２．特定技能の転籍支援制度ついて

③ 費用について
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内 容 費 用 備 考

チェングロウス 紹介料

ASIC加盟法人 100,000円 転籍に伴う手続きの実費相当

ASIC加盟外法人 200,000円

プレイスメント 紹介料

国内転籍 60,000円

帰国者再雇用 160,000円 別途渡航費用要



３．その他

2024年11月に出入国在留管理庁から、「特定技能１号」への在留資格変更許可申請件数の大幅な増
加に伴い、２０２５年１月以降、審査結果の通知が大幅に遅くなる旨の案内が出されました。
申請費用が掛かりますが、一旦、特定活動の在留資格を取得し、待期期間を少なくする為の手法を
取ってまいります。
ご迷惑をお掛けいたしますが、ご理解の程よろしくお願いいたします。
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